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１月２４日（水）

主催：室蘭市

申し込み・

問い合わせ
（障がい者総合相談支援室「げんせん」）

ＴＥＬ/ＦＡＸ：0143-24-7070
e - m a i l：siencenter-gensen@opal.plala.or.jp

13：45～16：30 （受付 13：00～）

室蘭市民会館 ２階会議室

(輪西町 2-1-5)

下記まで ①所属(企業名、部署など)、②参加者氏名、③連絡先

を添えて、お申込み下さい。

知っておきたい

定員 100 名

参加費無料

と き

ところ

障害者雇用って

ু岹岮岹峘ء

人材はどこにいる

峘岵峔ء

雇用後のフォロー

崊崫崿峙岬峵峘ء

プ ロ グ ラ ム

１３：４５～ ① 活用可能な助成制度、障害者雇用後の支援体制

室蘭公共職業安定所 専門援助部門 統括職業指導官 鈴木氏

１４：３０～

１５：１５～

② 福祉的就労事業所※1、高等養護学校との懇談

雇いたい人と働きたい人のジョブマッチングや事業所ごとの

活動についてご紹介します。（ブースを設置※2）

③ 障害者雇用の今～事例を通じて

胆振日高圏域障がい者就労・生活支援センターすて～じ

センター長 鹿野内氏

※1 福祉的就労事業所とは、障がいのある人が一般就労を目指して商品の製造・

販売、作業などの仕事を通じて、生活や職業訓練を行う施設のことです。

※2 各ブースは研修会会場の後方に 13：00～16：30 まで設置していますので、

研修の前後にも自由に回ることができます。


